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基
礎
調
査
５
か

所
、
８
０
０
０
ベ

ク
レ
ル
を
超
え
る
た
め
池
の
詳

細
調
査
13
か
所
を
予
定
し
て
い

る
。
今
年
度
中
に
調
査
を
し
、

来
年
度
に
詳
細
な
設
計
を
し
て

改
修
を
進
め
た
い
。

（
阿
部
泰
藏
議
員
）

　

旧
大
木
戸
小
学
校
の

改
修
工
事
５
０
０
０
万
円
増
に

つ
い
て
、
完
成
は
い
つ
ご
ろ
な

の
か
。

　

今
年
の
12
月
ま

で
に
着
工
し
、
来

年
の
８
月
を
目
途
に
工
事
を
進

め
た
い
。
な
お
、
オ
ー
プ
ン
は

文
化
財
を
展
示
す
る
た
め
、
こ

れ
以
降
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

（
佐
藤
定
男
議
員
）

　

人
件
費
や
資
材
の
高

騰
に
と
も
な
い
、
交
流
の
場
整

備
で
土
木
費
・
農
林
水
産
業
費

合
わ
せ
て
４
億
３
９
９
６
万
円

の
補
正
だ
が
、
総
費
用
は
い
く

ら
で
町
負
担
分
は
そ
の
う
ち
の

ど
の
く
ら
い
か
。

　

建
設
費
の
総
額
は
約

26
億
５
０
０
０
万
円
。

こ
の
う
ち
町
負
担
分
は
約
21
億

円
で
あ
る
。

（
阿
部
泰
藏
議
員
）

　

町
営
住
宅
の
修
繕
工

事
５
３
０
０
万
円
に
つ
い
て
、

入
居
予
定
者
は
何
人
か
。

　

仮
設
住
宅
の
入
居
者

で
自
主
再
建
が
不
可
能

な
方
10
件
に
つ
い
て
、
町
の
福

祉
対
策
と
し
て
町
営
住
宅
へ
の

入
居
を
考
え
て
い
る
。

（
阿
部
泰
藏
議
員
）

　

仮
設
住
宅
は
い
つ
ま

で
使
用
で
き
る
の
か
。

　

国
の
決
定
で
は
、
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で

で
あ
る
。（

渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

た
め
池
の
放
射
線
対

策
調
査
費
３
７
０
万
円
増
に
つ

い
て
、
調
査
や
改
修
は
い
つ
か

ら
行
う
の
か
。

　

平
成
27
年
度
補
正
予
算
の
う
ち
、
一
般
会
計
（
第
２
号
）
は
６
億

５
５
３
１
万
円
を
増
額
し
、
予
算
総
額
１
１
９
億
６
３
８
４
万
円

と
す
る
こ
と
を
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

お
も
な
内
容
は
、
交
流
の
場
（
道
の
駅
）
建
設
に
４
億
３
９
９
６

万
円
や
、
仮
設
住
宅
入
居
者
が
転
居
す
る
た
め
の
町
営
住
宅
の
改

修
工
事
５
３
０
０
万
円
な
ど
で
、
そ
の
財
源
は
補
助
金
や
町
債
（
借

金
）
で
ま
か
な
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

平成27年度一般会計
補正予算（第2号）のおもな内容

【おもな事業】
◦交流の場（道の駅）を建設するための工事費� 4億3996万円
◦人事異動などによる人件費の不足分� 5671万円
◦町営住宅改修事業費（仮設住宅入居者分）� 5300万円
◦ため池放射性物質調査費� 4471万円
◦旧大木戸小学校改修事業費（設計監理・施設整備）� 2498万円
◦職員派遣（千葉県君津市）に係る負担金� 645万円
◦マイナンバー関連業務の委任に係る交付金� 343万円
◦町道の改良工事費� 340万円
◦その他（町営住宅修繕、文化センター修繕など）� 2267万円
� 計　6億5531万円
【おもな財源】
◦町債（借金）� 7億1813万円
◦地方交付税� 6885万円
◦その他（特別会計・基金繰入、前年度事業収入など）� 1621万円
◦国・県からの補助金（交流の場の事業費確定によるものなど）
� －1億4788万円
� 計　6億5531万円

疑疑
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流
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後
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建
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業
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長
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学
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建
設
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長

建
設

課
長
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今
わ
か
っ
て
い
る
情

報
を
、
広
報
誌
な
ど
を

通
し
て
メ
リ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に

普
及
啓
発
し
な
く
て
は
と
考
え

て
い
る
。

（
要
旨
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
「
通

知
カ
ー
ド
」と「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
再
交
付
す
る
た
め
に
手

数
料
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
住

基
カ
ー
ド
廃
止
に
と
も
な
う
改

正
を
行
う
。

�

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
渡
辺
勝
弘
議
員
）

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
交
付
に
つ
い
て
の
条
文
が

削
除
さ
れ
た
が
、
住
民
基
本
台

帳
シ
ス
テ
ム
自
体
を
や
め
て
し

ま
う
の
か
。

　

シ
ス
テ
ム
が
な
く
な

る
わ
け
で
は
な
く
、
発

展
的
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
連
動

す
る
よ
う
な
方
向
に
進
め
て
い

く
。

（
要
旨
）　

防
災
設
備
支
援
事
業

と
し
て
、
観
月
台
文
化
セ
ン

タ
ー
で
太
陽
光
発
電
設
備
の
設

置
工
事
を
行
う
。
６
１
５
６
万

円
で
「
有
限
会
社　

佐
久
間
工

業
（
森
山
）」
と
契
約
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
工
期
は
９
月
17

日
か
ら
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
で
あ
る
。

（
阿
部
泰
藏
議
員
）

　

何
社
に
よ
る
指
名
競

争
入
札
で
、
落
札
率
は
い
く
ら

な
の
か
。

　

町
内
２
社
、
町

外
5
社
の
７
社
で

入
札
を
行
い
、
落
札
率
は
94
・

７
％
で
あ
る
。

条
例
改
正

（
要
旨
）
10
月
５
日
施
行
の
番

号
法
に
対
応
す
る
た
め
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
利
用
な
ど
に
関
し
て

規
定
す
る
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
含
む
個
人
情
報
を
扱

う
事
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に

条
文
の
全
般
に
わ
た
り
改
正
を

行
う
。

�

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
佐
藤
定
男
議
員
）

　

条
例
の
全
面
的
な
改

正
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
個

人
情
報
保
護
条
例
と
基
本
的
な

考
え
方
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

　

基
本
的
な
部
分
に
変

わ
り
は
な
く
、
取
り
扱

い
の
中
で
強
化
を
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

（
浅
野
富
男
議
員
）

　

住
基
ネ
ッ
ト
を
他
町

で
拒
否
し
た
例
が
あ
る
が
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
拒
否
す
る

こ
と
は
法
律
上
で
き
る
の
か
。

　

義
務
な
の
で
、
法
律

上
は
否
定
で
き
な
い
。

（
八
島
博
正
議
員
）

　

制
度
的
に
内
容
が
決

ま
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
い

が
、
町
民
に
そ
こ
も
理
解
し
て

も
ら
っ
た
上
で
制
度
を
有
効
に

運
用
す
る
た
め
の
配
慮
は
。

町
個
人
情
報
保
護
条
例

町
手
数
料
徴
収
条
例

工
事
請
負
契
約

条
例
の
基
本
的
な
考
え

方
に
変
更
は

住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
は

な
く
な
る
の
か

観
月
台
文
化
セ
ン
タ
ー
に

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置

番
号
法
施
行
に
と
も
な
い

個
人
情
報
や
手
数
料
関
連
の

条
例
を
改
正

問

問生
涯
学
習

課
　
　
長

そ
の
他

問

問問 総
務
課
長

総
務

課
長

総
務

課
長

町
長

　

教
育
委
員
の
任
期
満
了
に
よ

り
、
委
員
に
赤
坂
正
行
氏
（
内

谷
）
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意

し
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了

に
よ
り
、
佐
藤
勢せ

津つ

子こ

氏
（
塚

野
目
）
を
適
任
と
認
め
、
推
薦

す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

人

事

教
育
委
員
に

赤
坂
正
行
氏
を
任
命

人
権
擁
護
委
員
候
補

者
に
佐
藤
勢
津
子
氏

の
推
薦
を
決
定




